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マレーシアの「ブッシュカン （仏手柑）」

学名 ：Citrusmedica var.sarcodactylis 

［ミカン科： RUTACEAE]

英語名： FingeredCitron, Buddha's Hand Citron 

インド原産。インドシナ、ジャ ワ、中国南部

地域に多い。

日本には江戸時代に中国から伝わり 、熊本、

鹿児島、和歌山などで砂糖漬け、ワイン、鑑賞

用鉢物などの特産品として栽培されている。

訪問したジョホール州コタティンギの果樹園

は商業栽培を行ない、主にシンガポールの華僑

向けに輸出している。濃黄色で芳香のある果実

を正月の飾り物として珍重する他、アルコール

浸けにして薬用 （咳止め）、砂糖煮にして食用と

している。 （第一事業部岡田 幸久）
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口邑
青果物の原産地表示について

I 1.青果物の原産地表示制度導入の背景
青果物の表示については、 1991年に品名、産

地等を内容とする「青果物の一般品烈表示ガイ

ドライン」を制定し、その普及を通じて表示の

適正化を図ってきました。しかし、

① 近年、輸送技術の向上や異常気象、円高の

進行等により輸入野菜の急激な増加等野菜の産

地が多様化する中で、消喪者等から商品選択の

目安として胄果物の原産地表示を求める要硝が

高ま っていること

② 生産者サイドにおいても、自 らの生産物を

消骰者に正当に評価されるため、原産地の表示

の充実を求める要請が高ま っていること

③ ガイドラインによる自主的な推進だけでは

実効性に限界があること

等から、 農林水産省では、 1995年に食品表示問

題懇談会を開催し、 青果物の原産地表示の充実

方策についての検討を行い、「特に原産地表示の

必要性が高い品目については、 JAS法に基づく

品質表示基準制度を活用し、原産地表示を義務

付けることが適当」との懇談会報告がとりまと

められました。

I 2.青果物の品質表示基準
品質表示基準と は、JAS法（農林物査の規格化

及び品骰表示の適正化に関する法律）に基づく

もので、 一般消骰者の商品の選択に賓するため、

特定の品目について、すべての製造業者又は販

売業者に農林水産大臣が制定した基準による品

既に関する適正な表示を義務付けるものです。

食品表示問題懇談会報告を踏まえ、JAS調査

会への諮問、 WTO通報等所要の手続きを経て

1996年9月から、プロ ッコリー等の 5品目、1998

年 4月から、ごぽう 等の 4品目、合計 9品目に

ついて品質表示基準を施行し、輸入品にあって

は原産国、国内産にあっては都道府県名の表示

を義務付けているところです。

なお、原産地表示を実施する品目については、

できるだけ多くの品目に表示が欲しいという消

喪者等からの要望がある一方、青果物店等の負

担も考應し、消骰生活上の重要な地位を占める

もの、国産品と併せ相当祉の輸入品が出回って

いるもの、原産地による品質格差が大きいもの、

の要件を総合的に勘案して選定しています。

13.青果物の品質表示基準

① 品質表示基準の対象品目

ごほう、アスパラガス、プロ ッコリー、さや

えんどう、さといも、たまねぎ、にんにく、根

しょうが、 生 しいたけ

② 表示を義務付ける対象者

産地段階、流通段階（輸入業者を含む）を含

むすべての販売業者。

③ 表示すぺき事項

品名は、ごぼう、アスパラガス、プロ ッコ

リー、さやえんどう、さとい も、たまねぎ、に

んにく、根しょうが、生しいたけ等の名称。た

だし、さといものうち、大吉、赤芽大吉、セレ

ベス、海老芋、八つ頭、筍芋、京いもについて

は、それらの名称、さやえんどうのうち、オラ

ンダえんどう、絹さや、スナ ックえんどうにつ

いては、それらの名称による表示も可。

産地名は、国産品にあっては都道府県名、輸

入品にあっては、原産国名。なお、都道府県名

に隣接して市町村名や煤業協同組合名を、原産
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国名に隣接して州名や省名等を記載することは

かまいません。また、複数の産地を混合して販

売する場合にあっては、製品に占める重籠の割

合の多いものから順に記載していただくことと

しています。

④ 表示の方法

小売販売業者は、容器包装又は立札や店頭表

示板等による表示。小売販売業者以外の販売業

者は、容器包装又は送り状、納品書等により表示。

⑤ 表示禁止事項

• 実際のものより著しく優良又は有利であ ると

認識させる用語

・表示すべき事項の内容と矛盾する用語

•そ の他青果物の品質を誤認させるような文字、

絵、写真等の表示

14.制度の普及

多数のパンフレッ トやポスターを用いる等に

より、青果物の品預表示基準制度を普及・啓発

しており、 1997年に（財）食品流通構造改善促進

機構が実施した調査によると、本制度の認知度

は、農協等の産地業者で95%、卸売業者、仲卸

業者で99%、小売業者で98％で、事業者への本

制度の認知はほぽ浸透していると考えています。

また、消喪者の原産地表示についての認知度は、

1998年の同機構の調査で73％となっています。

I 5．原産地表示に対する消費者の反応
東京都地域婦人団体連盟が、 1996年に、消費

者に対して実施したアンケー ト調査によると、

「青果物を選ぶ時に必要と思う 表示は何か」と

いう質問に対して、「原産地表示」と答えた人が

81％と圧倒的に第 1位でありました。また、「青

果物を選ぷ際に原産地表示を確かめるか」とい

食品流通局品質課食品表示対策室

表示企画班課長補佐川木t 和］彦：

う質問に対して、「確かめる」と答えた人が64%

であったのに対して、 「あまり気にしない」と答

えた人は33％でありました。

このように、原産地表示は青果物における表示

の中で消費者の関心が最も高い表示であると思

います。

16.農林水産省による原産地表示についての
普及及ぴ指導等

農林水産省及び都道府県が連携を図りながら、

原産地表示の違守状況の調査、小売店等に対す

る啓発 ・指導を進めているところです。なお、

表示が不適正に行われている恐れがあると判断

した場合には、実際に生産者等に対する立入検

査を実施しています。

17.おわりに
以上のように、前述の 9品目の青果物につい

ては、生鮮品として直接に消喪者に提供される

もの、つまり加工食品の原材料用や外食店等の

業務用に販売されるもの以外は、国産品、輸入

品とも原産地表示をしていただくことが必要で

す。また、加工といっても、単に水洗いしたも

のや皮むきしたもの、 2分割や 3分割程度に

カットしただけのものは加工品とは考えられま

せんので原産地表示が必要です。

事業者の方にあっては、これら 9品目につい

ての原産地表示をき っちりとしていただくとと

もに、青果物の一般品質表示ガイドラインに

沿って、他の品目についても梢極的に原産地表

示をしていただければ幸いです。
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I◆現場第一線は，iliる
高砂香料工業株式会社

経営企画部天然香料事業室

総合研究所分室室長 麻浬予 憲←一

タイ北西部でのカンキツ試験栽培

シトロン、レモンなどは、 北東インド

およびこれに隣接したミャンマーのヒマ

ラヤ山脈に接する南斜面が原産地とされ、

また、マンダリンは中国南部の福建省お

よび広東省が原生地である。これらのカ

ンキツ類は地理的条件、気象条件からみ

てタイから伝播し野生化したものと想像

される。

ここではタイの在来カンキツ類の現況

をみながら、この国の最近にみるカンキ

ツ栽培の一端および1980年代の後半から

進めている弊社の事業化への歩みを紹介

させていただく 。

●代表的な在来カンキツ類

現在、栽培されている多数のカンキッ

類のなかで市場性があるのは次の 4種と

いえる。

①C. aurantifolia SWINGLE 
酢用生果はマナオと呼ばれるライムで、

タイ料理に欠かせない。

②C. hystガxDC (Swangi) 
世界の三大スープの一つといわれる ト

ム ・ヤム ・クンのスープは、その辛さと

独特な香味をもち支持者が多い。このス

ープ索材の一つであるスワンギは、マッ

クルーと呼ばれ、果実の一部および葉を

レモングラス、ガランガルやコエンド ロ

の若葉など と混ぜ合わされ、魚介類のマ

スキング用の薬味になる。

③生食用ミカン

ソム ・キヨ ・ワーン (Mandarin) とソ

ム・オー (Pomelo) が代表的な生食用ミ

カンである。マンダリンは一果100~120

gぁり、種子が多く果汁に富む。マレー

半島原産のソム ・オーは日本のザポンに

相当し、果皮が厚く 一果だけで500g以

にもなる。

昨年11月に弊社がタイの北西部の山岳

地帯で展開している合弁会社の現地スタ

ッフ 2名がJICA（国際協力事業団）の民

間支援制度のもと、日本で 2週間の研修

を受ける機会を得たが、箪者はそのさい

主な研修先の一つであった愛媛県立果樹

試験場を案内した。研修員らは日本の温

、州をはじめ伊予柑などのミカンに接し、

果皮の滑らかさ、皮の剥ぎやすさ、味の

良さに感心 していたが、なかでも 一果に

一つの種子もないのには驚いたようであ

る。ただ、最近は上記 2種のほかに「Sho-

gun」 と呼ばれる品種が味の良さに加え

高値で取引きされることから栽培面梢を

広げている。

④その他のカン キツ類

一般にレモンを食する習恨はないが、

各地の廃園や屋敷の片隅にタヒチライム

に類似する果物をみかける。
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●レモン栽培の事業化を立案

86年に弊社がレモンおよび樟料植物栽

培の事業化計画を立案したのは、今後も

東南アジア地域の経済発展が続きシトラ

ス飲料の需要が急増するとの予測を踏ま

え、域内に生産拠点を育成しておくのが

得策との判断による。また、この事業計

画を具体化する過程で、まずはJICAの民

間支援制度の対象になるかを検討しても

らった。JICAから可能であるとの回答を

得たと ころで、次段階として Thai

Tobacco Monopolyへのタバコ ・フレー

バー販売を通じて知り得たタパオン社

(Thapawong Co., Ltd.（タイ国チェンマ

イ市）、 三洋貿易株式会社（東京都千代田

区）と組みタイに合弁会社を設立する準

備に入った。弊社は75年と79年の 2度に

わたりブラジルでのアカシアの植林事業

に対しJICAから融資支援を受けた実績

がある。

①合弁会社設立時の各社のニーズ

タパオン：同社は基幹事業であるタバ

コ葉の輸出がアフリカ産 との価格競争に

より収益性を下げており、その対処策と

して同社の生産拠点であるタイ北部に収

益性の高い新規有用作物を導入し、事業

の拡大と収益の増大をはかる計画をもっ

ていた。

高砂香料：レモンオイルの需要は毎年

伸びているが、 量の確保については原料

となるレモンの主産地が偏り、かつ凍害

や昨今の異常気象の影響で不安定になっ

ている。顧客にレモンオイルの安定供給

ができる生産拠点をアジア地区に確保し

たく、そのためには栽培の可能性および

生産されるオイルの品質面での把握が必
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要であった。

三洋貿易：タイからの生果輸入を新た

にはじめ、同社が手掛けている冷凍野菜

および加工製品の輸出業務の事業拡大を

計りたいとの希望をもっていた。

②JICAの現地調査と合弁会社の設立

87年12月にタパオン社はレモン栽培用

地96haの10年間借地権を取得した。土地

が購入でなく借地権であるのはタイの土

地法による。

88年 3月に箪者がタイ北部のチェンマ

イでレモンの接木作業に取り組んでいた

ときに試験予定地などの調査をする

JICA調査団が来訪、同調査の結果、JICA

から総額3,550万円の融資を受け、 89年 5

月に新たな合弁会社「ThaiAgro-Plantec 

Co., Ltd.（以下TAPと略）」を設立 した。

資本金1,250万バーツ（当時約7,000万円）

の出資比率はタパオン51%、高砂香料39

％、三洋貿易10％である。合弁会社の試験

栽培地となる面積96haのTAP農場は、タ

イ北西山岳地帯（緯度： 19゚30'N、経度：

99°25'E)に位置し、地形はタイ、ミャン

マ一国境の北部山脈を背にして南部に比

較的平坦に広がる傾斜地。当農場では、

レモンをはじめカンキツ類の試験栽培を

通じ同地域に適した品種ならびに栽培技

術の確立をはかることのほか、地域経済

発展への寄与、今後の増加が予想される

カンキッジュース ・オイルの加工事業化

についての研究を目指している。

●事業地での取り組み

①灌漑設備

タイ北部で永年作物の栽培を行うには、

灌漑設備の程度いかんが生産を大きく左



)~` 

事業池寸描

レモンの結実風景

メーコック川からポンプアップしたプールと

イスラエルからの灌漑設備
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接木苗の農薬散布作業

TAP農場のレモン成木園

カーパイトを用いてレモンの

催色作業



右する。この地域は11~5月に相当厳し

い乾期があるので、 灌漑設備がなければ

農作物の生産は難しい。箪者らがTAP農

場を手掛けた当初は、4,000m3のプールと

崩壊した貯水用ダムがあ ったものの、こ

れだけでは用を足さず灌漑設備の充実が

栽培計画を進めるうえでの最大の課題で

あった。

最初は農場内の決壊ダムをさらに大き

な灌漑用貯水ダムにしようと堰提を高く

積み上げビニールシー トを敷いたが、 川

底からの漏水が多く満水にはならずじま

い。そのため種々の対処策を講じ、現在

ではその後の流入汚泥の堆梢も加わ って

7万吋の貯水ができるまでにな った。た

だ、これら灌漑用貯水ダムと既存のコン

クリートプールは、天水依存なので貯水

醤は雨期の降水址に左右されてしまう 。

天候に左右されない灌漑設備を導入する

ことが次段階の取り組みとな った。具体

的には農場の500m下方を流れるメーコ

ック川より日野のトラ ックエンジンを使

った揚水ポンプでポ ンプアップ した水を

60m X40m (6,000m3)のプ ールに貯水

し、川の汚泥を沈殿させた後に上澄み水

をイスラエルから輸入した灌漑装置で点

摘するというものである。この装置は96

年 3月にイスラエルか ら技術者 2名が農

場に来て据え付け、 TAP農場からも 2名

研修者をイスラエルに派遣し、同装置の

取扱い方法についての研修を受けた。

②レモンの台木と穂木

日本では、カンキツ類の台木には病虫

害に強く壮健なカラタチを利用して いる

ので、 TAP農場も愛媛県の温泉青果農協

を通じて九州から 2斗のカラタチ種子を

購入した。これを播種したところ発芽率

は問題なかったが、発芽後の生長は他か

ら導入した台木品種の方が早かった。 ま

た播種後 1年のカラタチ実生苗を台木に

レモ ンの穂木を腹接法で接木 したところ、

表ー 1カリフォルニアより導入した台木 8品種と穂木14品種

台木 （品種名）

Citrumelo 4475 

V olkameriano 

UCLA Rough Lemon 

Taiwanica 

Schaub Rough Lemon 

Carrizo Citrange 

C-35 Citrange 

Rangpur Lime 

穂木（品種名）

Feminero 

Frost Eureka 

Cavers Lisbon 

Santa Teresa 

Galligan Lisbon 

Villa Franca 

Berna 

Corpaci 

Limoeira 8a Lisbon 

UCLA Eureka 

Primofloei 

Allen Eureka 

Monroe Lisbon 

Monachella 
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接木された穂木品種の成長速度がカラタ

チ台木の成長に優るため 「台負け現象」

を起こした。何度かの試験を繰り返した

が良い結果とはならず、高温な気象条件

のもとでカラタチを台木とするのは不適

であると判断した。ちなみにタイのミカ

ン園では、結実期に竹でビッシリ支えを

している風景をしばしば見かける。これ

は高温のため樹の成長が早く 、ヒョロヒ

ョロと徒長するので果実の重さに耐えら

れない樹を補強しているのである。現在、

TAP農場では表ー 1に示 したような力

リフォルニアより導入した台木 8品種と

穂木14品種を用いて接木による台木と穂

木の組み合わせ品種112種の栽培試験を

行っている。

●TAP農場でのカンキツ栽培試験

タイでのカンキツ類の増殖は取り木法

が一般的であるが、最近になりグリーニ

ング病＊の葵延という事態への対処策も

兼ね接木繁殖による 実験を行っている。

①接木の方法

台切りは地上部20~30cmで、 T字型芽

接ぎと腹接ぎで実験を行った。当地では

台木が休眠期を持たず、台木を地上 3

~4cmで切り落とすと地下部と地上部

＊グリーニング病 ：病原は陰性細菌で束南アジア

諸国ではウイルス病とならびカンキツ栽培に多く

発生、タイではカンキツ栽培品種のすべてが本細

菌に侵されているといわれる。罹病樹の果実は小

果で落果し、葉は黄化して落葉が増え枯死に至る。

現状での農薬防除は困難で、樹液感染するためウ

イルス同様に治療方法がない。
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のバランスが崩れ枯死するが、かといっ

て台木の地上部を切らずに接ぎ穂し活着

させても発芽せず休眠してしまうからで

ある。

我が国では接ぎ木後、接木テープを巻

いておけば乾燥防止できるが、 当地では

蒸散が激しいので約 2Xl3cmのビニー

ル袋を被せる方法と、接木テープを接ぎ

木部全体に巻きつける 2方法をも って乾

燥防止を試みた。また、接ぎ木後の苗を

屋根つきの育苗棟と屋根なしの育苗棟に

分け両者への影響を調べた。その結果、

接ぎ方は腹接ぎが有利であり、乾燥防止

にはビニール袋被せが有効であり、雨期

の接木管理には屋内育苗棟が有利である

ことが明らかにな った。

②接木の適期

最も成績の良かった腹接ぎ、袋、屋内

育苗棟で出芽率の試験をした結果、 2月

から10月まで接ぎ木が可能で、 2月は100

％の出芽率を示した。

③苗木の生育

89年に植付けたレモン樹のうち1,352

本についての枯死樹本数を、台木 ・穂木

との組み合わせ品種ごとに 3度にわたり

調査したところ、植付け 4年までに計83

本が枯死していた。ここでは特定の台

木 ・穂木の親和性が判明、不良品種が明

らかとなった。

④果樹園での成育度

89年 7月に定植樹の樹冠径を 6回にわ

たり測定したところ、成長の度合いは穂

木品種でなく台木品種に影郭されること

がわか った。



⑤植栽の間隔

植栽間隔は種々の要因を考應すると、

トラ クターアタッチメントでの除草作業

が最 も安価で、これとの関係か ら植栽間

隔 7~8mでの植付けが管理・収穫の面

に有利と判断した。

⑥開花樹の本数

89年 7月に定植した1,272本の健全 レ

モン樹の開花樹本数を91年 2月より 3回

にわたり調査 した。結果は台木品種別開

花率が64.3~95.6％の範囲内にあ ったの

に対し、穂木別開花率は23.7~98.8%と

品種聞に大きな差 を認めた。

⑦果実の品質

89年に植付けたレモン樹の果重 ・果

経 ・果長 ・果皮厚 ・果汁 ・種子数の品種、

果実直径別調査を93年 5月から94年 2月

まで行った。その結果、果実直径に占め

る果皮厚 （％）は、果実直径に正比例、果

重に占める果汁（％）は果実直径に反比例

した。また、平均果皮厚（％）が少なく 、

果汁歩台が全試料で25％以上の品種は、

上述した台木Carrizo Citrange、C-35

Citrangeの接木品種だけに集中し、優良

品種が多いことを確認した。

⑧オイルの分析

94年 1~ 2月にフランス製の実験用搾

油機を導入し、47の台木・穂木の組み合わ

せ果実から搾油した精油を日本に持ち帰

り弊社研究所で分析した。良質なレモン

品種は総アルデヒド含最 (Neral+Ger-

anialを加算した含菰）が2.1％以上とさ

れているが、分析では台木 ・穂木の組み

合せ47サンプルのうち41が2.1％以上、平

均2.66%と満足できる成績であ った。
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⑨収穫と催色作業

レモンの収穫作業は直径5.1cm以上の

果実の果梗を果項部からハサミで切るが、

2度切りを徹底 させた。これは連搬時な

どに果梗で果実を傷つけないための配胞

である。果実は圃場か ら催色室に運び、

水洗いをしてからカーバイトによるアセ

チレンガスで催色している。アセチレン

ガスはレモン果実の成熟を促進させる の

で、処理 2~ 3日で緑色が抜け 4~ 5日

経過（冬期は 7~10日）す ると黄色くな

る。果皮の外観はA、B、C、Rの 4段

階に仕分ける。憔界共通の基準サイズは

果 実 直径が S果（51~55mm)、M 果

(56~59mm)、L果 (60~63mm)、 2L 

果 (64~67mm) である。

●おわりに

現在TAP農場では、年間40tの レモン

果実を生産 している。青果での出荷先は

タイ航空、タイの高級ホテルなどだが未

解決かつ改善すべき問題は多い。大きな

ところでは、47台木・穂木の組み合せ品種

の選抜淘汰、増殖の方法、植栽間隔をは

じめとする本圃定植、植付け後の整枝な

らびに剪定作業、農薬散布による病虫害

防除、肥培管理などである。

ただ、これら諸問題の克服にはJICAの

支援で日本で研修を受けた現地スタッフ

が農場管理責任者として陣頭指揮をとれ

るようにな ってきていることから、将来

に希望がもてる。今後ともTAP農場がタ

イ国境の地で 自立していくには、上述の

諸問題を一つずつ克服しなければならず、

さらに現地指導者を育成していく必要が

ある。その意味からも引き続きJICAには

御支援をお願いしたい。



◎H本企業へのメッセージ

アセアン諸国の農業振興と外資への期待

今回、ご登場ねがったアセアンセンター投資部部長Ms.PORNTIPAPumiwatは、タイ

BOI（投資委員会）国際部ご出身でニューヨークの投資振興事務所に 6年間勤務後、 2 

年間タイにもどり現職につかれた。同部長はBOI時代から農業分野を担当した経歴はな

いが、アセアン域内での農業振興の必要性を認め、それには外資企業の投資も欠かせな

いと強調される。この点に焦点を絞りインタビューさせていただいた。

（第一事業部佐藤やよい）

佐 藤 ：アセアン諸国のうちタイを除くとすべてが第二次大戦後に独立した国です。これ

までシンガポール、ブルネイのような国は例外として、他の国々は工業分野の発展を急ぐ

あまり多分に農業軽視の政策がとられてきたようにみえます。今 日、国内外を通じ多くの

識者が農業の立て直しおよび発展への活力を生み出す施策の実行が重要課題であると指摘

しておりますが、部長のお考えをお聞かせください。

Porntipa :アセアン諸国にとって農業のありかたが新たな時期をむかえているというのは

間違いないでしょう 。今 日の域内諸国の農業は次に述べますように各国個別に処理できる

ものと国際間の協力と信用の上に築かれているものとがあります。

①食糧の生産 ：1970年代中期から80年代のはじめにかけ世界の食糧生産羅の伸びは世界人

口の増加を上まわり、また、所得向上による一人当たりのカロリー摂取量 も大きく増加

いたしました。東南アジアでは単位面積当たりの収鼠が大幅に向上し、80年代には主食の

コメが自給を達成、タイなど一部の国では輸出余力をもつまでになりました。これは主

として耕地面積の拡大、灌漑施設の整備、肥料投入量の増加に起因します。ただ、この

時期の世界的な食糧生産の順調な伸びは80年代の前半がピークで、以降の生産量は鈍化

してますので、人口増および食糧の安全保障の観点から域内の自給率を高める必要があ

ります。

②換金作物（畜産を含む）の生産：所得の向上が人々の嗜好の多様化をよび、野菜・果実・

肉類の需要を拡大させています。今後も引き続きこの傾向は続きましょうから生産性を

高める品種改良などに加え、流通面での近代化をはからねばなりません。 とくにアセア

ン域内諸国では“アジア通貨危機”を乗り越え、経済面での活気を取り戻せば食用 ・飼

料用の穀物需要が増大しますので、この面での施策が急がれます。

③農畜産物の加工 ：この分野での技術開発は、各国とも国内 ・域内さらに国外市場への輸

出を視野に入れた取り組みが大事です。例えば、熱帯圏気候など自然条件を考應した生

産地から消費地への運搬処理、さらには集荷後に商品化 されるまでの貯蔵技術の高度化

と普及などです。
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④自然環境の維持 ： 気候 ・風土 ・ 土壌 •水資：．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．．．． ．． ．：

源などの自然要因はすべて農業と密接にか： アセアンセンター紹介： ： 

かわ ってますので、これからの農業は自然：
アセアンセンター（本部・東京）は在ジャカル

環境との共存が不可欠です。広い意味での：

食料の増産を持続可能にするには、近代的：
： 夕のASEAN事務局とは異なる独立の国際機

• 関として1981年に設立された。当センターの
な技術とこれまで各地域に見合った形で展：

• 主な事業活動は、①アセアン諸国から日本へ
開してきた技術との組み合わせが必要で：

す。
の半加工品および製品輸出の促進、②日本か

らアセアン諸国への技能およぴ技術の移転を

含む投賽の促進、③日本からアセアン諸国へ
佐 藤： 昨夏来のアジア通貨危機は、国に：の観光の促進である。

よって違いはあるものの全体としては沈静化i

に向か っているといわれますが、アセアン諸：

国に対する外資の動きはいまひとつ鈍いよう

です。農業分野も同じ傾向にあるのでしょう

投資部Tel: (03)3546-2031 

アセアンセンターhomepage:

http://www.asean.or.jp/ 
か。 ・.............................................................. : 

Porntipa :今回のアジア地域に広がった通貨危機により、アセアン諸国の多くが自国の経

済 ・産業構造について新たな認識をも ったはずで、農業およびその関連分野に再び眼を向

ける機会になったと私はみております。

通貨危機が発生して以後、アセアン各国を視察しましたが、輸出型企業の活動について

は業種により 二つの違いがみられました。 一つは工業製品の製造を行っている企業です。

部品を輸入する段階での為替変動の大きさが悩みになっています。 ドル建てということも

あって直接生産 コストにはねかえり 価格を不安定にするからです。このことは部品だけで

なく関連機械設備の輸入にもプレーキをかけています。

一方、食品関連の企業では利益を出しているところが多く活気もありました。製品加工

の原材料が国内で調達できるというのが強みにな っています。経営上、人件喪のほか諸経

費がかかるのは当然ですが、内貨で決済できる契約が多いことも今日のような事態ではマ

イナス影響を少なくしているといえます。農業の一次生産から加工 までの事業にも日本の

企業が関心をもたれ、投資を検討されるよう期待しております。

いずれにしろアセアンは、規制、特典など、国によって異なりますが、農業 ・農業関連

分野への外資による直接投資を歓迎しています。新たな最終製品の導入を含め、生産性を

上げ、コストを削減し、世界市場での競争力をつけるいかなる新技術に対してもオープン

です。今 日の経済状態から脱却するうえで、アセアンは新技術が現地の労働技術を向上さ

せ、工業分野からの解雇者を吸収するよう願ってます。

佐 藤： アジアの経済危機を克服する諸対策の緊急性は日本も同様といえますが、現在の

状況下で多くのアセアン諸国の眼が農業に向きはじめ、また、食品関連企業が元気である

との紹介は、今後の農業分野の投資事業を考える者にと っては明るい情報といえます。お

忙しいなか、インタピューに応じてくださりありがとうございました。
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モヤシ原料豆の

輸入事情

モヤシといえば今日ではどこの生鮮食品売り

場でも見かけ られる安価で親しみやすい食材で

ある。しかし、その原料豆のほぼ全量が輸入でま

かなわれている実状についてはどの程度の人が

知っているであろう 。わが国にモヤシ業界が明治

期に創設されて以来、原料豆の確保は常に業界の

死活問題であった。この点は今日でも変わらない。

戦後20年代後半から原料豆の輸入を手がけ、産

地の開拓にも努力された冨田商事株式会社の冨

田誠一代表取締役に、モヤシの流通および原料豆

調達の現状と将来展望についてお話をうかがっ

た。同氏は「日本萌原料豆輸入組合」の理事でも

ある。

（聞き手 ：当協会専務理事 小林）

▲需要拡大の牽引車となったさっぽろラーメン▲▼

小林： はじめに、モヤ シの戦後の需要拡大についてお聞かせください。消喪が急激に伸び

た背景には、 産地の拡大による原料豆の輸入量の増加、日本国内の全般的な流通面での発

展など、様々な要因が挙げられると思いますが、特徴的というか、剌激というか、そうい

うも のがあ ったのでしょうか。

冨田：大きな節目の一つは、さ っぽろラーメンのチェーン店がモヤシを取り入れるように

なったことといえます。 どんぶ りに山盛りのモヤシが定番になりましたから。それまで原

料豆の消曹は4000~5000トン単位で推移していましたが、昭和30年頃からは万単位と急激

な伸びを示 します。また、昭和33年 9月に関東地方に甚大な被害をもたらした「狩野川台風

（台風22号）」による野菜不足に乗じて需要を拡大・定着 させたこともモヤシにと っては

“災い転じて福となす”の諺があてはまります。近年の時々の自然災害下での需要の急増

が一時的現象で終わ っているのに、このときだけは平時にもど ったさいも元の出荷羅まで

減少しなかったというのが私の実感です。今から 当時を振り返ってみますと、野菜の種類、

籠が現在ほど豊富でなく、それが消喪者の嗜好感党をも剌激して全体的な需要を底上げし

たものと考えられます。このような過程で一般の消骰者にもモヤシが馴染み深い食材とな

り、日々の食卓に取り入れ られるようにな ってい ったわけです。

小林： PR活動については先日、平成 8年に全 日本豆萌工業組合連合会と日本萌原料豆輸入

組合が主催した“わが家自慢のモヤシ料理コンテスト＂という資料を見ました 。ここでは

応募作品がおよそ900点で、うち 6点を実際に服部栄蓑専門学校で調理し、優秀作品を表彰

したと紹介されています。このイベントの「優秀作品」とはどういうものですか。
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冨田 ：最優秀‘政を勝ち取ったのは、「困 った時のもやしだのみ」という作品です。東京都の

主婦が考案したもので、皿にモヤシとニラと豚肉を並べ、塩コショウをふ って堪子レンジ

で加熱し、タレと薬味を散らして出米上がり、という非常に簡単な料理です。他に「モヤ

シパン」「モヤシのガレ ット」などという凝った作品もある中でこの料理が服部栄旋専門学

校の服部幸應校長を含む審査員から高く評価されたのは、モヤシならではの簡易な料理法

と、モヤシとニラと豚肉という絶妙のコンビネ ーションで、モヤシの特徴をよく活かした

という点ではないでしょうか。

▲緑豆とプラックマッペの違い▲▼

小林 ：モヤシ原料豆の種類の代表的なものとしては、 主に中国から輸入される緑豆と、タ

イ、ミャンマーから輸入されるプラ ックマッペがあり 、両者を比べると 中国産の緑豆のほ

うがブラックマッペよりモヤシ業者の間で人気が高いそうですね。

冨田 ：緑豆を使ったモヤシのほうが、根が非常に少なく見た日にきれいですし、なにより

太くなり、歩留まりが緑豆とプラックマッ ペ とでは 2倍くらい違うのです。同じ 1トンの

原料豆を使ってモヤシを生育させると、出来上がりがタイ産の場合はうまくい ってもせい

ぜい 8トンですが、中国産は10~12トンにもなります。多少単価が高くても製造業者が中国

産を買うのは この差です。 現在、中国産のシェアは80％を越えています。

小林 ：味についてはいかがですか。

冨田 ：同じ中困産でも、狭西省のものより 吉林省の緑豆モヤシのほうがウマイし、その緑

豆モヤシよりもマッペモヤシのほうがも っと ウマイ 。緑豆モヤシは非常に水分が多いの

で、ラーメンなどで食べる時にはじめに乾煎りすると水がたくさん出、味がよくなるので

すが、マッペモヤシは水がほとんど出ません。 一般に中国人は、 R本の太い緑豆モヤシは

まずくて食べる気がしないと 言いますが、日本人は味は二の次で、見てくれで商品を選ぶ

傾向が強いといえます。

▲原料豆の産地は中国に片寄る▲▼

ー映西省産と吉林省産一

小林： 現在モヤシ原料豆の産地はおおかたのものが中国である実状は承知していますが、

その主要産地である吉林省産と狭西省産との味の違いは品質の問題からくるのですか。

冨田： 日本のモヤシ製造業者が1侠西省産を好むのは、基本的に地勢が山岳地帯なので土壌

菌が少なく、腐敗菌の発生が少ないので作りやすいからでしょう 。土壌条件はじめ、自然

環境が違いますので、狭西省の豆を吉林に持ってい っても同じにはなりません。

小林 ：価格面からみると映西省はかなり内陸に位置しているので、輸送コストが相当かか

るのではないですか。

冨田 ：快西省産は圧倒的に高いです。輸送の問題だけではなく日本の需要の高さも価格を
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釣り上げている原因の一つです。平成 9年産 を例にとりますと極端に快西省が不作とな

り、 一足飛びに500グラム4.3元 ぐら いでスタートしました。これは非常な高値で、 1トンで

換箕するとC&Fで千何百ドルという値段になります。この年は吉林省のほうも干ばつで批

が少な く、出だし2.6元 ぐらいだったのが、その後 3元以上になり、 1トン920ドルぐらいま

で高くなりました。結果、売れ残りが出てしまい今では投げ売りとい ってもいい状態に

なっています。

映西省産の場合、かなり不作になると相手側から聞かされ、買付けのさいに高値づかみ

を余儀なくされたわけですが、これに 当初より円の140円台突入という外国為替相場の変動

要因 も加わ ったわけです。 日本での選別までの工程を経ると、われわれの販売価格は 1ト

ン当 たり20万というような高値にな ってしまいました。一方、 吉林省のほうは15万5000円

で、 1トン当 たり 4万5000円も快西省産 との差が出たのです。モヤシ製造業者は、本来なら

挟西省産でやりたいが高すぎて採罪が合わないため、吉林省産で通したところがたくさん

ありました。

小林 ：吉林省産の価格は安定していますか。

冨田 ：割合安定していますが、作付け面校がどんどん減ってきています。ただ去年は2.4元

以上で売れましたから農家はほくほくで、今年は他のも のをみなやめてしま って緑豆を去

年の倍作付けしています。煤産物ですか らそういう 短期的な値動きがあるのは 当然です

が、将来を見渡してい った場合の価格安定という 意味では予測がつきません。

小林 ：昨今のように円がこれだけ乱高下す

ると、 ドル建てという のはつ らいですね。

冨田 ：お っしゃるとおり、順調に販売でき

ても結局後の決済時に為替変動で利益が出

たつもりでいーてもかえ って損が出てし まう

1」 ということもあります。

小林 ：原料豆が不作の場合、販売価格 との

関係はどうなりますか。

冨田 ：本来であれば、去年が不作であ った

ので今年あたり値上げになるはずなのです

が、こういう経済情勢ですから価格は抑え

中国の緑豆主産地 ①吉林省 ②映西省 ざるを得ません。

小林 ：産地の条件に よって原料豆の産出址が大きく変動すれば価格の設定は難しい。安定

供給のために各輸入業者はどのような対策を講じているのでしょうか。

冨田 ：例 えば、今年は不作とい う見通しが出てきたとしますね。吉林、映西両省の産地を

調査し相手側か ら少なくなる との話しを聞けば、 しかたがないので 1年分を買 って日本側

で倉叩に保管したりし ます。ただ、金利、保管料をかけても新豆が出てくる10月頃になると

保管している豆は必ず価格が下がってしまいます。結局不作ではなく 、余剰はあるわけで

すよ 。先ほども 言いましたように“円安＂も大きな打撃となりました 。これらのことを考

えると、 1ヵ月ごとに買う方法も考えられます。

-14-



小林 ：良烈な緑豆を安定的に生産できる中国に需要が集中するのは当然といえますが、長

期的な安定供給を考えると日本側としてはあまり中国に片寄らない方がいいわけですか。

冨田 ：緑豆は中国の人にと って経済力が高まれば必ず食べるものです。あれだけの人口の

国ですから、各人が例えば一握りづつ余分に食べると輸出余力はなくな ってしまう 。輸出

できなくな ったと 言われればそれまでです力；ら、その面での対応策は必要です。

ーベトナムの可能性一

小林 ：いままでお話をうかがってきたような、原料豆供給国が中国に一極集中している問

題の活路を見出すために、咋年度、 当協会の民間支援活動の一哀として行ったベトナムの

モヤシ原料豆の実状を知るための調査に属田さんにもご参加いただきましたが、御 自身は

ベ トナムの産地としての可能性についてどのように分析されましたか。

冨田 ：地域にもよりますが、可能性は多いにあるといえます。ただし現時点ではインフラ

が整備されていませんので、その課題をクリアしていく必要があります。高温地では収穫

後すぐ低温保管しないと品質が急激に劣化 しますが、低温保管設備はほとんどありませ

ん。輸送についても、交通網が整っていないので、港に出すまでには非常に時間がかかる

はずです。北部の産地ですと梢み出しにかかる時間は相当なものになると予想されます。

港、 産地での保管の倉庫、交通網、そういうものを今後整備していかなければなりません。

ーオーストラリアの可能性一

小林： 途上国との取引の場合、コスト計算の積み上げではなく外国向けの恣意的な価格を

提示されてしまう面もありますね。安定的に取引をする慈味で、先進国であるオーストラ

リアのような広大な国土の中で可能性の高い産地を探すという考えはできるでし ょうか。

冨田 ：個々の商社は以前からかなり調査をしているようです。オーストラリア東北部のク

イー ンズラン ド州あたりが一番適しているという話を聞いています。

小林 ：それでも中国と比較すると見劣りしてしまう のでしょうか。

冨田： 現状はそうです。オーストラリアから時々新品種の案内が来るのでそれを試験的に

扱ってみていますが、品質はあまりよくありません。中国産緑豆のモヤシと比較した場合、

軸は白く丈夫なのに対し、根が多い、臭みが多少あるなどの難点があると製造業者の方は

言っ ていました。値段的にはそれほど高くありません。オーストラリア種の「バーケン種」

と吉林の種を掛け合わせた豆だということです。

小林 ：商品として通用するレベルまで達していないということですか。

冨田 ：そうです。オーストラリアか らの輸入は現在トライアルです。中国の状況が極端に

悪いときに限りオーストラリアから入荷する程度です。

小林 ：現地で技術指導をして品質上の難点を克服するという方法はとれないでしょうか。

冨田 ：生産者は自分たちの技術にプライドを持っていますし、彼らのほうが現地の自然条

件での作り 方については詳しいわけです。同じオーストラリア産でも牛肉などの場合は、
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原料豆輸入量の推移（大蔵省通関統計）
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日本市場を狙って神戸の霜降などに負けないよう品質向上に一生懸命努力していますが、

土地や気候などの条件が直接に影響する農産物の場合は、なかなか思い通りの品質が作れ

ません。技術的な指導だけでは解決しない問題ですね。たとえ吉林省産の緑豆をオースト

ラリアに持っていったとしても、同じ品既の豆はできませんから。

▲今後の取組み▲▼

小林 ：今までうかがったお話しの限りでは、新しい産地を開拓する必要性はあ っても、 ‘

面有力な候補地は見当たらないという印象を受けました。今後も新たな産地を探す努力が

続くわけですね。

冨田 ：以前候補地として中央アジアの名が挙がったこともありました。ウズベキスタンあ

たりでという話もありましたが、現時点では内陸地ですので、収穫したはよいが、どのよ

うに輸送し、どこ から積み出すかがこれからの課題です。

現在依存している吉林省では土壌菌が確実に増えてきています。近い将来、連作阻害で

土壌が劣化 してしまったタイの二の舞になる可能性もないとはいえません。保菌率が 2桁

を越えてきてしま っているからです。タイの場合は70％にもな っています。そうなるとこれ

らの産地ではいくら技術を向上してもなかなか品質は安定しません。今年あたりは天候不

順ですので保菌数はおそらく増えるでしょう 。そうなれば、次回の作付時に農家が土壌菌

を持った種を播くことで、土壌菌が年々増えていく危険が予想されます。産地の土壌を保

令し安定的な品質の豆を確保する慈味でも新たな産地の開拓をしなければなりません。

小林： お忙しいところ、長時間にわたりお話しくださりありがとうございました。今後モ

ヤシと出会うとき、何処産かなどと考えて味わうような気持ちになっております。
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中米5カ国の農業投資猥境 ＠ c”Pラ:.v:ラ

人日は中米5ヵ国中最大。多様な気候と肥沃

な土壌に恵まれており、様々な作物の栽培が可

能である。農業はグアテマラの産業の根幹であ

り、川内総生産の25.3%、総輸出領の約37.2%

を占める。裳産物の半分以上は輸出川である。

輸出品目の割合(1993年）

魚介類
原油

化学製品

主要輸出相手国は米国、中南米諸国で、

なかでも米国への輸出は他の中米諸国と同

様、輸出総額の約50％を占める。H本の主

な輸入品は、コーヒー、 天然ゴム、ゴマの

種で、このうちコーヒーの輸入は総額の約

79% (1993年）である。

外国衰本による投資は、 1993年現在58.1

％が米国によるものである。農林業への投

賽は総額の13.5％を占める。
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で総輸出額の 4割弱を占める。国際市

拗での価格変動による経済リスクを軽

減するため、野菜、 豆類、 果物、花、

ゴマ呼の非伝統産品の生産が奨励され

ており、年々輸出額は増加している。

主憂輸出国の割合（1995年）
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国ポンジ‘ュラス

農業を中心とする第一次産業がホンジュラスの基幹産業である。1993年には農林水産業は

国内総生産の27.1％を占め、経済活動人口の約45％が従事 してい る。

主要農産物はバナナ、コーヒー、 トウモロコシ、砂糖、オイルパームで、なかでもバナナ

とコーヒーヘの依存度は高く、 93年には輸出総額のそれぞれ28%、15％を占めている。しか

し徐々にではあるが輸出品目の多様化が進められつつある。

貿易相手国は、政治的 ・経済的に依存度が高い米国が輸出入とも50％を占めるが、近年は

外交の多角化により輸出先の拡大に努めている。93年の日本への主な輸出品はコーヒーのほ

か、水産物のマグロがある。

輸出品目の割合(1993年） 主要輸出国の割合(1993年）

日本

90年から市場主導型経済への移行を目指し、輸入関税引き下げ、外貨交換率の改定と自由

化、民営化の促進、輸出産品の多様化、投資促進等の改革を行った。投資環境への政府の規

制 ・介入を減らし外国資本と国内資本の間に存在した差別の撒廃をはかるため、 92年には新

投査法を承認、外国資本の参加率の自由化を保証するなどして外国からの投資拡大に期待を

かけている。

自由貿易地区は 6 ヵ所、輸出加工区は建設中を含め10 ヵ所あり、所得税 ・ 法人税•原料等

の輸出入税の免除、利潤の本国送金を100％認可するなどの特典を設けている。

主要産業であるバナナ栽培は100年近く行われているが、1930年代の米国企業参入により開

発が促進された。現在でもバナナ会社のホンジュラス経済への影響力は大きい。近年は土壌

の劣化、炭索病等が課題であり、いくつかの対策が講じられている。
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アンケート調介を読む I

民間事業の海外投資動向について

ー海外投資需要に応えるために一

（社）海外農業開発協会 第一事業部

我が国の民間企業の農林畜産分野での海外投資は、それぞれの企業の判断で行われるが、それを促進す

るにあたっては、これまで政府による公的な支援制度を多数の企業が活用してきている。（社）海外農業開

発協会は、この件に関するアンケート調査を96年度より開始、 97年度も継続した。

97年度調資では初年度のアンケー トに回答のなかった企業の約半数を削除、ほほ同数の企業を新たに加

え、農林畜産分野の生産、販売、流通に携わる904社を対象にした。ここでは一次産品の生産にかかる栽

培、飼育、植林に限定し、①96年度までの投査実績、②将来の投資計画、③海外投査の動向予測などを笠

問した。回収数 ・有効回答率は82件（回収率、有効回答率9.07%)であった。

このアンケー ト調査は、より多くの企業の投査潜在性を測るため、対象企業の半数を更新しているので、

96年度と97年度の回答結果を経年変化としてみるのは危険である。

97年度はタイの通貨危機に端を発するアジア地域での通貨危機という経済情勢の変化が、海外活動を考

應するうえでの新たな要因に加わったと推祉できる。ただ、 「企業自身の問題」と「進出先の問題」 の中に

入る個々の要因は前年度と共通している。

背

開発途上国の多くは、煤業を国家の経済基盤としているが、その調和のとれた発展をはかるうえで、近

年、我が国の政府開発援助とともに、民間企業を中心とする直接投査が大きな役割を果たすようになって

いる。このような動向を踏まえ、政府としても、本邦企業による投賽促進のための支援策を強化している。

こうした背最のもと、本邦企業による煤林畜産分野の生産事業における海外投資の動向および今後の投

査に関する関係企業の意向を的確に把握するとともに、海外投資関連情報を整備し、これを関係各企業に

提供することを目的として、このアンケート調査を実施した。
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有効回答数 (82件）の中で過去

に海外生産投査実績を持つ企業は

62％に及んだ。その投査プロジェ

クト数は90年代に入って拡大基調

に入り、その傾向は依然継続中で

ある。

三
投査先地域は、アジアが多く総件数の70％を越えている。そのうち、中国が全体の35%（アジア地域の

48%) を占め、群を抜いている。以下、ベ トナム、タイがそれぞれ9%、 8 ％（同12%、11%)とアジア地

域の国が上位 3位を占めた。アジア地域外では、プラジル、オーストラリア、アメリカがあげられる。

※加工 ・製造領域の案件も含まれる

地域 件数 国 ・地域（件数） 主要品目 ※

中国 (31) 野菜、マッシュルーム、ダイズ、米、クチナシ、ベニノキ、

ペ トナム (8) 冷凍呆＇兵、乾燥野菜、冷凍野菜、缶詰野菜、白酒、料理洒、

ア タイ(7) 観葉植物、ウーロン茶 ・緑茶など茶類、飲料、イチゴ、ワ

インドネシア (5) サピ、花球根、レンコン、ニンジン、ゴポウ、ダイコン、

ジ
65 フィリピン (4) キュウリ、ナス、サトイモ、ショウガ、 トウガラシ、プド

(73%) マレイシア (3) ウ、プドウ洒、ハープ、シーズニング、組織培養苗、菊荀、

台湾 (3) 一般苗、有機肥料、ココやし、やし製品、米菓、プロイラ

ア 香港 (2) 一、タケノコ、加工沈粉、スープ、香料植物、型枠用合板、

ミャンマー(1) 住宅部材

韓国 (1)

中南 6 
プラジル (4) コーヒー、ユーカリ植林、砂糖、アルコール、銘木単板

チリ (1)
米 (7%) ポリピア(1)

1t1 
2 
トルコ (2) 野菜種子、花升

近
(2 %) 東

オニ 8 
オース トラリア (6) 肉牛、ユーカリ植林、ラジアータ松植林、木材チップ、野

セア
(9%) 
ニュージーランド (1) 菜

ア パラオ(1)

そ 8 
アメリカ (6) 養豚、植林 ・111林経営、乾燥牧草、住宅部材、米菜、冷凍

の
(9%) 
南アフリカ (1) 果尖、煤畜産物加工、木材加工

他 ロシア (1)

国 ・ 地域の選定理由のうち上位 3 位を占めたのは、①労働力を含む安価な資源 • 原材料の確保 (22.2 

%)、 ②進出先の自然条件の活用 (20.7%) 、 ③査源 • 原材料の安定確保 ( 14.6%)で、この 3つで令体の

57.5％を占めた。これに、日本国内での労働力不足 (6.1%)を含めると、 63.6％に達する。投査先を選定

する際の杞災ポイントは、労働力、査源、原材料、自然条件の 4点であることがわかる。
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相手国への貫戴その他 3%

16% 

研究開覺 3%

口
投査形態の過半数が合弁である。これを含め、

何らかの形で現地との協力関係下で行われてい

るものが65％に及び、100％単独はわずか23％に

とどま っている。

三
投賓額5千万円未満が42件(55%)、5千万円

から 1億円未満が13件 （17%)で、両者で全体

の約7割を超える。 1億円以上10億円未満は19

件 (25%)で、 10億円以上の大型投資は 7件 (9

％）である。
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ロ
生産拠点の設立 ・拡張に関するもの (38%)、

原材料調達拠点の設立 ・拡張に関する もの (40

％）を合わせると78％で、 全体の8割弱を占め

ている。

貫収・資本参加

9% 

□ 
日本市場への輸入が60％を越え、現地での新

規市場の開発は 3割弱にとどま っている。生産

投査の目的の多くが日本市揚向けであることを

示してい る。

10億円以上 9%

1億円以上10億円

未漏 23%

5千万円未満 51%



三
これまでの海外投衰の成果については、投査実績をもつ企業の48％が期待通りの成果が得られたと回答

している。残る52％の企業にと ってはかんばしくなかったわけだが、その理由は一様でない。大きくは、

企業自身の問題と進出先の問題に分けられる。

前者については、①人材の不足、②海外拠点の業績不振、の 2点に巣約され、後者については、①生産

コスト の上昇、②販売先の不足、 ③インフラの不備、 の3点があげられる。これら以外は、 ①自然条件、

②人的条件（教育 ・技術）、 ③インフラ、 ④経済情勢があるが、いずれも進出先の問題である。

このうち経済梢勢については、昨年の調査ではみ られなかったもので、タイの通貨危機に端を発するア

ジア地域での経済危機の影響の現われと考えられる。

民間投融賓制度

今後の課題

政府制度査金（国際協力事業団＊、海外経済協力基金＊＊、日本輸出入

銀行などが行っている民Ihi企業への融査などの制度）を活用した企業
は、回答企業82社のうち21社 (25.6%、一次産品生産に限られないケ

ースが含まれる）あった。その理由としては、 ①利用手続きの複雑さ、

②為替差損への危惧、 ③貸し付け金利 ・契約内容、 ④制度梢報の不足、

をあげる企業が多かった。

こうした企業側にと っての問題点が、 制度資金の活用を阻害してい

る要因の一つであると考えられる。

＊国際協力事業団は、J謀林畜淫分野の開発において、特に試験性が

高い事業を対象に低利長期の融査と専門家派逍など、技術協力を

組み合わせた投融査事業を行っている。

＊ ＊海外経済協力基金は、円借款業務とともに、民間主導で実施され

る事業に必要な査金の一部を融査または出資する海外投融査事業

を行っている。

1998年度以降、中長期的 (3~10年程度）海外投査の具体的計画を

持っている企業は、回答のあった66社中23社 (35%)であった。しか

し、今後の海外投査の一般的動向予測についての問には、 73社中61社

(84%)が「現状かそれ以上に増加する」と予測し、「滅少する」は12

社(16%)にとどま った。現在、具体的な投資案件を抱えているわけ

ではないが、状況の変化次第では、海外投資を検討 ・実施する可能性

を多分に含んでいるものとう かがえる。ただし、昨年調査での「滅少

する」が4％だったことを考慮すると、この減少の理由は定かではな

いが、円安、日本国内経済の低迷、エルニーニョ現象などによる興常

気象、アジア経済危機などが複合的に作用したものと推測される。

一方、海外投査を計画していないと回答した43社のなかにも、条件

次第では海外投査の実施を考える余地を残しているところがある。こ

れらの企業は、海外投査についての情報が不足していることと適切な

相談者がいないため、 具体的な海外投査の計画が立てられず、「計画し

ていない」と回答したのであろうと考え られる。

潜在的な海外投査への需要を具現化していくには、海外投査につい

ての各種情報の提供と助言を行えるシステム作りが必要である。
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（社）海外農業開発協会は昭和50年 4月、我が国の開発途上国などにおける農業の開発協力に

寄与することを目的として、農林水産省 ・外務省の認可により設立されました。

以来、当協会は、民間企業、政府および政府機関に協力し、情報の収集・分析、調査 ・研究、

事業計画の策定、研修員の受入れなどの事業を槙極的に進めております。

また、国際協力事業団をはじめとする政府機関の行う民間支援事業（調査、融賓、専門家派

遣、研修員受入れ）の農業部門については、会員を中心とする民間企業と政府機関とのパイプ

役としての役割を果たしております。

海外農林業開発協力促進事業とは

多くの開発途上国では、農林業が重要な経済基盤の一つになっており 、その分野の発展に協

力する我が国の役割は大きいといえます。そのさい、当協会では経済的自立に必要な民間部門

の発展を促すうえで、政府間ベースの開発援助に加え、我が国民間ベースによる農業開発協力

の推進も欠かせないとの見地から、昭和62年度より農林水産省の補助事業として「海外煤林業

開発協力促進事業」を実施しております。

当補助事業は今日までの実施の過程で、開発途上国における農林産物の需要の多様化、 高度

化などを背景とする協カニーズの変化および円滑な情報管理 ・提供に対応するための拡充を行

い、現在は次の 3部門を柱としております。

1.優良案件発掘・形成事業 （個別案件の形成）

農業開発ニーズなどが認められる開発途上国に事業計画、経営計画、栽培などの各分野の

専門家で構成される調査団を派迫して技術的・経済的視点から開発事業の実施可能性を検

討し、民間企業などによる農林業開発協力事業の発掘・形成を促進します。

民問ベースの開発途上国における農林業開発事業の企画 ・立案に関して、対象国の農林業開

発、地域開発、外貨獲得、雇用創出、技術移転などの推進に寄与すると期待される場合、有望

作物 ・適地の選定、事業計画の策定などに必要な現地調査を行います。
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2.地域別民間農林業協力重点分野検討基礎調査 （農業投資促進セミナーの開催）

農業投資の可能性が高いと見込まれる地域に調査団を派遣して、当該地域の農業事情、投

資環境、社会経済情勢を把握・検討し、検討結果に基づく農業開発協力の重点分野をセミ

ナーなどを通じて民間企業に提示します。

セミナーでは、農業投資を検討する上で必要となる基礎的情報とともに、現地政府関係機関

および業界各方面から提出された合弁等希望案件を紹介します。

これまでに、①インドネシア、②ベトナム、 ③中国揚子江中下流域、 ④中国渤海湾沿岸地域、

⑤中国揚子江上流域、⑥中国南部地域（雲南省、広西壮族自治区）を対象にセミナーを開催しま

した。

3.海外農林業投資円滑化調査 （情報の提供と民間企業参加による現地調査）

海外投資事業に関心を持つ企業の投資動向アンケート調査および投資関連情報の整備・提

供を行うとともに、主に海外事業活動経験の少ない企業などを対象に、関心の高い途上国

へ調査団を派遣し、当該国の農業開発ニーズ、農業生産環境などを把握します。

業界の団体、あるいは関係企業などの要望に沿った現地調査を企画 ・立案し、協会職員が同

行します（毎年度 1回）。現地調査では、現地側の企業ニーズ、投資機関などの開発ニーズを把

握するとともに、事業候補地の調査および現地関係者との意見交換などを行います。参加にあ

たっては、実費（航空賃、宿泊費、食費など）の負担が必要ですが、通訳・車両用上などの調

査費用は協会が負担します。

また、アンケートおよぴ本調査の結果概要をはじめとする投資関連情報を提供するため、季

刊誌を発行しています。

（社）海外農業開発協会 農林水産省

• 第一事業部 国際協力計画課事業団班

TEL : 03-3478-3509 TEL : 03-3502-8111（内線2849)
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121•E 

16°N 

フィリピンの「アマメ」

学名：Sauropusandrogynus MERA .. 
［トウダイグサ科： EUPHORBIACEAE]

フィリピン名：JapaneseMalungay, Malunggay-hapon 

東南アジアにみられる小低木で強値、フィリ

ピンでは生け垣状に栽培され若葉部分が煮食さ

れる 。 ピタミンA·B·C•Fe、 Caに富み、根、

葉は解熱、腫れ物、眼病に効能があるという。

日本には自生せず現地名の由来は不明だが、

92年に健康野菜「サパベジタブル」の名称でマ

レーシアから福岡に空輪されたのが我が国への

第一歩。98年始めには沖縄に導入した「天芽（ア

マメ）」が築地市場に姿を現す。

先端の葉だけを残して調整した荷姿は濃緑の

アスバラガスに似るが、価格の点からまだ一般

大衆消費には至らず、高級業務用が中心。市場

サイドカビら見ると品質と入荷量の安定に欠ける。

在来農産物をf出商品に仕立てるには販売戦略、

営利栽培のノウハウの確立が必要である。-、
（第一事業部渡部哲）
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